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生活環境部産業廃棄物課

県北地方振興局県民環境部

富岡興業株式会社に対する行政処分について

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という ）の規定に基づき、富岡興業㈱が有する産業廃棄物の処理に関する全ての。

許可（下記２のとおり）の取消しを行いました。

記

１ 被処分者

(1) 氏名 富岡興業株式会社 代表取締役 富岡理行

(2) 住所 福島市森合字森下１５番地の７

２ 処分の内容

(1) 産業廃棄物処理業に関する以下の許可の取消処分

根拠法令：法第１４条の３の２第１項第１号

① 産業廃棄物収集運搬業（平成１９年４月１９日許可）

② 産業廃棄物処分業（平成１９年７月１０日許可）

(2) 特別管理産業廃棄物処理業に関する以下の許可の取消処分

根拠法令：法第１４条の６で準用する法第１４条の３の２第１項第１号

① 特別管理産業廃棄物収集運搬業（平成２０年７月１１日許可）

② 特別管理産業廃棄物処分業（平成１５年９月２４日許可）

(3) 産業廃棄物処理施設の設置に関する以下の許可の取消処分

根拠法令：法第１５条の３第１項第１号

① 管理型最終処分場（昭和６０年１１月２日届出）

設置場所：伊達郡川俣町山木屋字大久保入山１－１

② 焼却炉・ロータリーキルン式（平成２年７月５日届出）

設置場所：伊達郡川俣町山木屋字大久保入山１－１

③ 焼却炉・固定床式（平成２年７月５日届出）

設置場所：伊達郡川俣町山木屋字大久保入山１－１

④ 管理型最終処分場（平成３年７月２６日届出）

設置場所：伊達郡川俣町山木屋字大久保入山１－１

⑤ 汚泥の脱水施設（平成１０年１月６日許可）

設置場所：移動式

３ 処分の理由

富岡興業(株)は、法第１６条違反（不法投棄未遂）の罪により、平成２１年１０月３

０日に福島地方裁判所から罰金１００万円の刑の言い渡しを受け、同年１１月１４日に

刑が確定した。

このことにより、同社は法が定める欠格要件（法第１４条第５項第２号イ・法第７条

第５項第４号ハの「法違反により罰金の刑を受けた者 ）に該当するに至ったため、同」

社が有する産業廃棄物の処理に関する全ての許可の取消処分を行ったもの。

４ 処分年月日
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